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公害防止関係法令対象事業所、公害防止協定締結事業所、公害原因となり得る事業所、苦情地点、河川

公害の発生防止のため、工業団地等における騒音、悪臭等の定期的な監視や河川、工業排水等の水質検査
等を実施するほか、事業所への指導、食品等の放射性物質濃度の測定を実施する。

悪臭測定

事務事業評価シート
成果指標の達成度の要因分析（成果指標を設定しない場合は、その理由を記載）
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事務事業評価シート公害防止対策事業費
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01 04 01 07 144280 公害防止対策事業費

暮らし 環境の保全

公害の防止

法令遵守、社会規範の尊重を推進することにより、公害発生がなくなる

○環境の各種測定（大気、水質、騒音、振動） 4,500千円
○放射能に関する測定（空間放射線量、放射性物質濃度） 2,947千円
○公害防止対策（公害法令、公害防止協定、水質事故等） 3,629千円
○化製場悪臭公害対策 1,195千円
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水質測定河川・公害防止協定締結事業所、騒音、振動測定
地点

公害防止関係法令に基づく事業所立入調査
事業所

公害防止関係法令基準公害防止協定基準遵守率
％

悪臭苦情件数
件

25.00
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100.00
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25.00

131.00
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○

悪臭に関する苦情件数は主に化製場の操業に伴うものであり、現在、改善勧告を発令し改善指導を行っている
最中で、改善計画に基づき臭気処理設備を導入したが、技術的な部分での設備の調整不足もあったことと、猛暑
のため苦情が発生したと考えられる。
公害防止関係法令基準・公害防止協定基準遵守率については、各定められている基準を遵守するよう立入や通

知により指導を行ったところであるが、５事業所で基準を超過した。

○ 妥当である
見直し余地がある
妥当でない

向上余地がある○
向上余地がない

事業費の削減余地がある
人件費の削減余地がある

○ どちらも削減余地がない

受益機会の見直し余地がある
費用負担の見直し余地がある

○ 適正である

公害防止関係法令対象事業所への調査・指導は法律で自治体が行うことと規定されて
いる。また、公害防止協定締結事業所、公害原因となり得る事業所及び苦情地点への
調査・指導や河川水質・騒音・振動などの測定業務、水質事故等への対応、岩石・砂
利採取法、自然公園法、鳥獣保護法、化製場等に関する法律、及びこれらに関連する
県条例に規定する事務について実施すべき機関・団体がない。

化製場に起因する悪臭公害については、臭気処理施設等の導入や改修、使
用方法等の見直しと維持管理の徹底に関する指導することで、臭気対策が
向上し苦情件数が減少すると思われる。
一般事業所等については、公害防止関係法令や公害防止協定の基準違反者
に対し、指導を徹底することで公害防止に努める。

岩手県からの権限移譲事務は、県に準拠する必要があるため、その事業費
や人件費に削減の余地はない。また、各種公害関係や自然環境の測定・調
査は公害の発生・拡散防止に不可欠であることのほか、市民の放射能汚染
に伴う不安解消のため、放射性物質測定所の継続が必要であり、現在の事
務経費に削減の余地がない。

事業を実施することにより、公害の発生防止・抑制や自然環境の保全・監
視につながり、市民の適正な生活環境を維持していくことに寄与すること
から適正である。

河川水質検査や騒音等による環境の現状把握、事業場の立入調査や各種測定、改善指導等のほか、水質
事故等の対応、公害防止パトロール、公害に関する苦情相談、その他権限移譲に係る事務、放射性物質濃
度測定等を実施することで公害及び発生防止に努めた結果、市民の健康や生活等に影響を及ぼす大きな事
故・事件等の発生はなかった。

自然・生活環境の測定に関しては、変更の必要性も検討しつつ、定点として経年観察すべきところは継
続して実施する。悪臭苦情対策としては、引続き、事業場への臭気対策の指導、立入やパトロール等を行
い公害発生を未然に防止する。


